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資料１９（当初議案関係）

「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部

を改正する条例案」について（議案第６３号）

平成２９年２月１６日

市 町 村 課

１ 改正理由

知事の権限に属する事務の市町村への移譲の推進を図るため子育てパッケージに係

る権限移譲対象事務に乳幼児の一時預かり事業の開始の届出の受理の事務を加える等

の必要がある。

２ 改正内容

 権限移譲対象事務に次の事務を加えることとする。

① 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１２第１項の規定による

一時預かり事業の開始の届出の受理（第６条及び別表第２４関係）

② 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第４５条の９第５項の規定による社会

福祉法人の評議員会の招集の許可及び同法第５５条の２第１項の規定による社会

福祉充実計画の承認等（別表第９及び別表第２９関係）

③ 分収林特別措置法（昭和３３年法律第５７号）第７条の規定による分収林契約

の募集等をする者の氏名等の変更の届出の受理等（別表第５２関係）

 権限移譲対象事務から次の事務を除くこととする。

工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第６条第１項の規定による特定工場の新

設の届出の受理等（第９条及び別表第５６関係）

⑶ その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日

⑴ この条例は、平成２９年４月１日から施行することとする。

⑵ この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができることとする。



- 2 -

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

（
子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

第
六
条

子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
次
の
表
の
上

第
六
条

子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
事

欄
に
掲
げ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
事

務
と
す
る
。

務
と
す
る
。

一

略

略

一

略

略

二

一
時
預
か
り
事
業
の
開
始
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
十

四

三

略

別
表
第
二
十

二

略

別
表
第
二
十

五

七
の
二

四
～
九

略

略

三
～
八

略

略

（
商
工
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

（
商
工
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

第
九
条

商
工
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
次
の
表
の
上

第
九
条

商
工
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
事

欄
に
掲
げ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
事

務
と
す
る
。

務
と
す
る
。

一

略

略

一

略

略

二

工
場
立
地
に
係
る
特
定
工
場
の
新
設
の
届
出

別
表
第
五
十

の
受
理

六

二
～
四

略

略

三
～
五

略

略

別
表
第
九
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
九
（
第
四
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

略

町
村

一

略

町
村

二

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

二

法
第
三
十
九
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

法
人
の
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任

法
人
の
仮
理
事

の
選
任

三

法
第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
（
法
第
四
十
五
条
の

三

法
第
三
十
九
条
の
四
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十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
の
一
時
役
員
の
職
務

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
の
特
別
代
理
人

を
行
う
べ
き
者
等
の
選
任

の
選
任

四

法
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
社
会

福
祉
法
人
の
評
議
員
会
の
招
集
の
許
可

五

法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

四

法
第
四
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る

社
会
福
祉
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
可
及
び
同
条
第

社
会
福
祉
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
可
及
び
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
届
出
の
受
理

三
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
届
出
の
受
理

六

略

五

略

七

法
第
四
十
六
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
散

六

法
第
四
十
六
条
の
七

の
規
定
に
よ
る
解
散

し
た
社
会
福
祉
法
人
の
清
算
人
の
氏
名
等
の
届
出
の

し
た
社
会
福
祉
法
人
の
清
算
人
の
氏
名
等
の
届
出
の

受
理

受
理

八

法
第
四
十
六
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
解
散

し
た
社
会
福
祉
法
人
の
清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人

の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

九

法
第
四
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
解
散
し
た
社

七

法
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
解
散
し
た
社

会
福
祉
法
人
の
清
算
の
結
了
の
届
出
の
受
理

会
福
祉
法
人
の
清
算
の
結
了
の
届
出
の
受
理

十

法
第
五
十
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

八

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

法
人
の
吸
収
合
併
の
認
可

法
人
の
合
併

の
認
可

十
一

法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
新
設
合
併
の
認
可

十
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認

十
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
八
項
（
法
第
五
十
五
条

の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
助
言
等

十
四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
十
項
（
法
第
五
十
五
条

の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
す
る

協
力
の
要
請
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十
五

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の

承
認

十
六

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
軽
微
な

変
更
の
届
出
の
受
理

十
七

法
第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

法
人
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
の
承
認

十
八
～
二
十
四

略

九

～
十
五

略

二
十
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

関
係
都
道
府
県
知
事
等
の
意
見
の
受
理

二
十
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

関
係
都
道
府
県
知
事
等
に
対
す
る
協
力
の
要
請

二
十
七

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法

十
六

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法

人
の
計
算
書
類

等
の
届
出
の
受
理

人
の
事
業
報
告
書
等
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
十
三
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
三
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
～
三

略

町
村
（
福
祉

一
～
三

略

町
村
（
福
祉

四

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

事
務
所
を
設

四

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

事
務
所
を
設

本
人
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等
（
前
号
に
掲
げ
る
徴

置
す
る
町
村

本
人
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等
（
前
号
に
掲
げ
る
徴

置
す
る
町
村

収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）

収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）

別
表
第
二
十
四
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
四
か
ら
別
表
第
二
十
七
ま
で

削
除

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定

市
町
村
（
中

に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
開
始
の
届
出
の
受
理

核
市
を
除
く

二

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定

。
）

に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
種
類
等
の
変
更
の
届
出

の
受
理
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三

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

四

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
者
か

ら
の
収
支
予
算
書
等
の
受
理

別
表
第
二
十
五
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
（
中

保
育
所
の
設
置
の
届
出
の
受
理

核
市
を
除
く

二

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

。
）

る
保
育
所
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

三

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
等
か
ら
の
報

告
の
徴
収
等

四

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
改

善
命
令
等

五

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
事

業
の
停
止
命
令

六

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
保
育
所
の
建
物
の
規
模
等
の
変
更
の
届
出

の
受
理

七

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
名
称
等
の

変
更
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
十
六
及
び
別
表
第
二
十
七

削
除
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別
表
第
二
十
七
の
二
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
（
中

保
育
所
の
設
置
の
届
出
の
受
理

核
市
を
除
く

二

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

。
）

る
保
育
所
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

三

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
等
か
ら
の
報

告
の
徴
収
等

四

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
改

善
命
令
等

五

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
事

業
の
停
止
命
令

六

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
保
育
所
の
建
物
の
規
模
等
の
変
更
の
届
出

の
受
理

七

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
名
称
等
の

変
更
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
十
九
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
九
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

略

町
村

一

略

町
村

二

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

二

法
第
三
十
九
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

法
人
の
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任

法
人
の
仮
理
事

の
選
任

三

法
第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
（
法
第
四
十
五
条
の

三

法
第
三
十
九
条
の
四

十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
の
一
時
役
員
の
職
務

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
の
特
別
代
理
人
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を
行
う
べ
き
者
等
の
選
任

の
選
任

四

法
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
社
会

福
祉
法
人
の
評
議
員
会
の
招
集
の
許
可

五

法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

四

法
第
四
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る

社
会
福
祉
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
可
及
び
同
条
第

社
会
福
祉
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
可
及
び
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
届
出
の
受
理

三
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
届
出
の
受
理

六

略

五

略

七

法
第
四
十
六
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
散

六

法
第
四
十
六
条
の
七

の
規
定
に
よ
る
解
散

し
た
社
会
福
祉
法
人
の
清
算
人
の
氏
名
等
の
届
出
の

し
た
社
会
福
祉
法
人
の
清
算
人
の
氏
名
等
の
届
出
の

受
理

受
理

八

法
第
四
十
六
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
解
散

し
た
社
会
福
祉
法
人
の
清
算
中
に
就
職
し
た
清
算
人

の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

九

法
第
四
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
解
散
し
た
社

七

法
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
解
散
し
た
社

会
福
祉
法
人
の
清
算
の
結
了
の
届
出
の
受
理

会
福
祉
法
人
の
清
算
の
結
了
の
届
出
の
受
理

十

法
第
五
十
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

八

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

法
人
の
吸
収
合
併
の
認
可

法
人
の
合
併

の
認
可

十
一

法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
新
設
合
併
の
認
可

十
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認

十
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
八
項
（
法
第
五
十
五
条

の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
助
言
等

十
四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
十
項
（
法
第
五
十
五
条

の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
す
る

協
力
の
要
請

十
五

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
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承
認

十
六

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社

会
福
祉
法
人
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
軽
微
な

変
更
の
届
出
の
受
理

十
七

法
第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

法
人
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
の
承
認

十
八
～
二
十
四

略

九

～
十
五

略

二
十
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

関
係
都
道
府
県
知
事
等
の
意
見
の
受
理

二
十
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

関
係
都
道
府
県
知
事
等
に
対
す
る
協
力
の
要
請

二
十
七

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法

十
六

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法

人
の
計
算
書
類

等
の
届
出
の
受
理

人
の
事
業
報
告
書
等
の
届
出
の
受
理

別
表
第
五
十
二
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
五
十
二
（
第
八
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

略

市
町
村

一

略

市
町
村

二

法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
八
条
第
三

二

法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
七
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
分
収
林
契
約
の
募
集
等
を
す
る
者
に
対
す
る
勧

よ
る
分
収
林
契
約
の
募
集
等
を
す
る
者
に
対
す
る
勧

告
等

告
等

三

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
分
収
林
契
約
の
募
集
等

を
す
る
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
造
林
等
を
行
う

三

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
造
林
等
を
行
う

者
に
対
す
る
勧
告

者
に
対
す
る
勧
告

五

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
分
収
林
契
約
の
募
集
等

四

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
分
収
林
契
約
の
募
集
等

を
す
る
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収

を
す
る
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収

六

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
分
収
林
契
約

の
契
約
条
項
の
変
更
の
承
認
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別
表
第
五
十
六

削
除

別
表
第
五
十
六
（
第
九
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

工
場
立
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号

町
村

。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
の
新
設
の
届
出

の
受
理

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
に
お

け
る
製
品
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
の
届

出
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

四

法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特

定
工
場
の
新
設
等
の
届
出
を
し
た
者
に
対
す
る
勧
告

五

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た

者
に
対
す
る
変
更
命
令

六

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
の

新
設
等
ま
で
の
期
間
の
短
縮

七

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
の
新
設
の

届
出
を
し
た
者
等
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

八

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
の

新
設
の
届
出
を
し
た
者
等
の
地
位
の
承
継
の
届
出
の

受
理

九

工
場
立
地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
法
特
定
工
場
に

お
け
る
製
品
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理


